
平
成
二
十
八
年
十
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

五

三

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
五
三
号

平
成
二
十
八
年
十
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
会
議
員
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
金
額
欄
が
白
紙
の
領
収
書
は
合
法
で
あ

る
の
か
否
か
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
会
議
員
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
金
額
欄
が
白
紙
の
領
収
書
は
合
法

で
あ
る
の
か
否
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

個
々
の
領
収
書
等
（
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
領
収
書

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
正
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
お
尋
ね
の
領
収
書
等
が
適
正
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
高
市
総
務
大
臣
の
答
弁
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
領
収
書
等
に
つ
い
て
、
一
定
の
前
提
の
下

に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
誤
り
で
あ
り
訂
正
す
べ
き
」
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。


